
                                 令和２年３月１６日発行 

こんにちは。川崎市でマンション政策を担当している、まちづくり局住宅整備推進

課です。 

この度、川崎市マンション管理組合登録・支援制度に登録していただいているマン

ション管理組合様に『川崎市マンション便り』を定期的にお送りすることとなりまし

た。今回が創刊号となりますので、よろしくお願いします。 

 川崎市マンション管理組合登録・支援制度を創設しました！！ 

この度、川崎市マンション管理組合登録・支援制度をスタートしました。 

この制度は、市に登録していただくことにより、管理組合に対しマンション便りの

送付や、管理組合交流会への参加、マンション管理アドバイザーや子育て相談員の派

遣、マンション段差解消工事等費用の助成などの支援が受けられるようになるもので

す。ぜひご活用ください。 

今回は、本制度に登録されていないマンション管理組合様にも川崎市マンション便

りを送付させていただいております。登録されていない管理組合様には、この機会に

ご登録をお願い致します（無料で登録できます）。 

〇詳細は、以下の市のホームページをご覧ください。

http://www.city.kawasaki.jp//500/page/0000113133.html 
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〇管理組合交流会を開催いたします！ 

川崎市マンション管理組合登録・支援制度の支援メ

ニューの一つとして、管理組合や行政との意見交換の

場として「管理組合交流会」を開催します。 

第 1回は４月 12日（日）に開催いたします。 

今回は、大規模修繕の進め方をテーマとして、工事

等を実施された市内の管理組合や管理会社によるパ

ネルディスカッションを行います。 

ぜひご参加ください。 

詳細は、同封したチラシをご参照ください。 

http://www.city.kawasaki.jp//500/page/0000113133.html

〇共用部のバリアフリー化 

進んでますか？ 

～マンション段差解消工事等費用助成制度のご案内～ 

川崎市では、分譲マンションの管理組合がマンシ

ョン共有部のバリアフリー化工事を行う場合、その

費用の一部を助成しております。段差のある箇所へ

の手すりやスロープの設置や車椅子用エレベータ

－・段差解消機の設置が助成の対象となります。 

お住まいの分譲マンションが対象となるかどうか。

実施したい工事は補助の対象となるかどうかなど疑

問なことがございましたら、本紙の末に記載してお

ります発行元連絡先にお気軽にご連絡ください。 

なお、詳細につきましては、市のホームページを

ご覧ください。

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-4-16-

2-0-0-0-0-0-0.html

注目！！ マンショントピックス 

令和２年４月１日から

申込開始！！ 

（先着順） 

令和 2年 4月 12日

開催！！ 

令和２年３月２３日 

から申込開始 

（先着順） 

本制度により、 

手すりが設置されました！ 



従来のマンション管理組合登録制度の登録内容について 

従来の川崎市マンション管理組合登録制度に登録している管理組合様につきまして

は、登録していただいた内容を新制度に引き継がせていただいております。

マンション管理組合制度理事長の交代や連絡先の変更等、登録済の内容の変更があ

れば、住宅整備推進課までご連絡いただきますよう、お願い致します。

町内会・自治会への加入のご案内について

川崎市市民文化局市民活動推進課・各区役所地域

振興課では、地域の活動に参加することで、新たなつ

ながりができ、地域住民との交流の場が持てるよう、

町内会・自治会についてご案内しております。 

運動会や夏祭りなどのレクリエーション活動や、

防災訓練、清掃活動といった様々な地域活動において、近隣住民の方との親睦や地域

の絆づくり、平常時の見守りから、災害時などイザという時の助け合いのためにも、

この機会にぜひ、町内会・自治会活動への参加し、明るく住みやすい、安心できるま

ちづくりに参加しませんか。 

町内会・自治会への加入・設立を希望される方につきましては、同封したチラシを

ご参照の上、各区役所の地域振興課にお問い合わせください。また、マンション内の

掲示板等に、できる範囲で構いませんので、掲出していただけますようあわせてお願

い致します。 

春らしい陽ざしを感じるようになり、まもなく桜の花も開き始める頃となりました。

いよいよ新たな制度が本格的に動き始め、本制度で初めてとなる管理組合交流会もまも

なく開催することとなりました。初めての取り組みなので、担当としても手探りですが、

より良い交流会となるよう取り組みますので、ぜひご参加ください。 
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